
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  平成２８年１２月７日(水) 

    午前１０時 

場 所  第１委員会室                

～審査内容～ 

１ 議案第１０９号 平成２８年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別

会計補正予算（第３回）について（公営） 

 

２ 議案第１１１号 山陽小野田市住民投票条例の一部を改正する条例の

制定について（総務） 

 

３ 議案第１１２号 山陽小野田市職員の配偶者同行休業に関する条例の

一部を改正する条例の制定について（人事） 

 

４ 議案第１１３号 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定について（人事） 

 

５ 議案第１１４号 山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の

制定について（人事） 

 

６ 議案第１１５号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田

市病院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て（人事） 

 

７ 議案第１１６号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末

手当支給条例の一部を改正する条例の制定について（人事） 

 

８ 議案第１１７号 山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて（税務） 

 

９ 議案第１１８号 山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例の

制定について（税務） 



１０ 議案第１２５号 山陽小野田市公民館条例の一部を改正する条例の制

定について（社教） 

 

１１ 議案第１２９号 土地の取得について（教総） 

 

１２ 議案第１３０号 山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館の指定管理

者の指定について（社教） 

 

１３ 陳情要望について 

 

１４ 閉会中の調査事項について 

 



山陽小野田市住民投票条例の一部を改正する条例の制定について  

 

１ 投票率について 

  住民投票においては、投票率を住民投票成立の重要な要件としているが、

住民投票を他の選挙と同時に実施する場合はその選挙の影響を受け、投票率

が変動するという懸念がある。 

 （参考）主な選挙の投票率 

 山陽小野田市長選挙（平成２５年４月７日執行）     ４６．１３％ 

 住民投票（平成２５年４月７日執行）          ４５．５３％ 

山陽小野田市議会議員選挙（平成２５年１０月６日執行） ５５．１１％ 

 山口県知事選挙（平成２６年２月２３日執行）      ４０．３２％ 

 山口県議会議員選挙（平成２７年４月１２日執行）    ４４．１５％ 

 衆議院議員選挙（平成２６年１２月１４日執行）小選挙区 ５０．９４％ 

 参議院議員選挙（平成２８年７月１０日執行）選挙区   ５３．４６％ 

 

２ 住民投票に要する費用について 

 (1) 単独で実施する場合 約１，６５０万円 

 (2) 他の選挙と併せて実施する場合に追加となる費用 約２２０万円 

 

３ まとめ 

  住民投票は、市政運営上の重要事項のうち市及び市民全体に重大な影響を

及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、市民に直接その意思を問う必要があると

認められるものについて行われるものであり、その結果を尊重すべきもので

あることから、成立要件を２分の１以上の投票率としている。住民投票を単

独で行う場合と他の選挙と同時に行う場合とでは費用に大きな差が出るが、

住民投票本来の趣旨に立ち返ると、そのもの単体で他の影響を排除して行わ

れるべきものであることから、他の選挙と同時に実施できない規定を加える。 
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山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 
の概要 

 

１ 改正の理由 

(1) 地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が平成２８年３

月３１日に改正されたため。なお、このうちの一部については、４月１日から施行さ

れたことから、同日付けで山陽小野田市税条例等の一部を改正する条例等の専決処分

を行っている。 

(2) 固定資産税、都市計画税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料

の１２月分の納期限を統一するため。 

 

２ 主な改正の内容 

(1) 市民税関係 

  ①延滞金の計算期間の見直し（市税条例第１９条、第４３条、第４８条及び第５０条） 

個人市民税及び法人市民税について、減額更正があった後に修正申告等により

増額更正を行ったときは、減額更正後の税額から減額更正前の税額に達するまで

の部分について、延滞金の計算期間を控除する。 

    ※ 施行日 平成２９年１月１日 

  ②個人市民税の医療費控除の特例の新設（市税条例附則第６条） 

     平成 29 年 1月 1 日から平成 33 年 12 月 31日までの間に支払った特定一般用医

薬品（処方箋なしで購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用か

ら転用された医薬品。)の購入費について、一定の条件の下（定期健康診断等を受

けている等）、年間 1 万 2千円を超える部分を所得から控除する。年間 10 万円を

限度とし、この特例を適用する場合は、現行の医療費控除との併用は不可。 

    ※ 施行日 平成３０年１月１日 

  ③外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関す

る法律の一部改正により、特例適用利子等及び特例適用配当等については、個人市

民税を他の所得と区分して 100分の 3の税率を乗じて計算した額とする、課税の特

例を新設する（市税条例附則第１０条の２）。 



    ※ 施行日 平成２９年１月１日 

 

(2) 固定資産税、都市計画税関係 

  ①１２月分の納期限の統一（市税条例第６７条、都市計画税条例第５条） 

次のア、イの１２月分の納期限を（１２月１日から）１２月２６日までと統一

する。 

ア 固定資産税、都市計画税（現在は２５日まで） 

イ 介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料(現在は２８日 

まで) 

    ※ 施行日 平成２９年４月１日 

②再生可能エネルギー発電設備等に係る固定資産税等の負担軽減措置 

 （市税条例附則第１０条の２第７項、第１０項、第１１項、第１２項、第１３項、

第１４項及び第１８項、都市計画税条例附則第４項） 

平成２４年度の税制改正により、市町村が税制を通じて、これまで以上に地域

の実情に即した政策の展開を可能にするように、地方税法の特例措置として、国

が一律に定めていた軽減割合を市町村が自主的に判断し、条例で定めることがで

きる「地域決定型地方税制特例措置(通称 わがまち特例)」が導入されている。 

この度の地方税法の改正に伴い、｢わがまち特例｣対象資産を以下のとおり追加

する。 

特例対象資産 取得時期等 減額期間 
地方税法に規定す

る軽減割合の基準 

市税条例に規定 

する軽減割合 

津波対策の用に供する

償却資産 

平成２８年 

４月１日 

から４年間 

新たに固定資産税が

課税されることにな

った年度から４年度 

1/2を参酌して 

1/3以上 2/3以下 
１/２ 

再生可能

エネルギ

ー発電設

備 

太陽光 

風力 

平成２８年 

４月１日 

から２年間 

新たに固定資産税が

課税されることにな

った年度から３年度 

2/3を参酌して 

1/2以上 5/6以下 
２/３ 

水力 

地熱 

バイオマス 

1/2を参酌して 

1/3以上 2/3以下 
１/２ 

都市再生特別措置法に

規定する認定誘導事業

者が設置する公共施設

等 

新たに固定資産税、

都市計画税が課税さ

れることになった年

度から５年度 

4/5を参酌して 

7/10以上 9/10以下 
４/５ 

     ※施行日 公布の日から 

 



  議案第 117号、118号関係（資料１） 

- 3 - 

 

 (3) 軽自動車税関係（市税条例附則第１６条） 

   グリーン化特例（軽課）の１年延長 

現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限を 1年延長し、平成２８年度に新規

取得した３輪以上の軽自動車（新車に限る。）について適用する。 

①グリーン化特例（軽課）の割合 

<軽乗用車の場合>            <軽貨物車の場合> 

対象車 内 容  対象車 内 容 

電気自動車等 税率を 

概ね 75％軽減 

電気自動車等 税率を 

概ね 75％軽減 

平成 32 年度燃費基準 

＋20％達成車 

税率を 

概ね 50％軽減 

平成 27 年度燃費基準 

＋35％達成車 

税率を 

概ね 50％軽減 

平成 32 年度燃費基準 

達成車 

税率を 

概ね 25％軽減 

平成 27 年度燃費基準 

＋15％達成車 

税率を 

概ね 25％軽減 

②グリーン化特例を適用した場合の税率 

<軽４輪（乗用・自家用）の場合>  

税率 75％軽減 50％軽減 25％軽減 

10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円 

      <軽４輪（貨物用・自家用）の場合> 

税率 75％軽減 50％軽減 25％軽減 

5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円 

※施行日 平成２９年４月１日 



議案第117号関係（資料２）

・控除パターン（網掛け部分　　　　　が見直し(控除される部分)）
　①更正による減額(増額分が減額分を超えない。)

納付すべき税額〔円〕

控除期間

法定納期限(4月末) 更正減納税通知書発送日(6月) 更正増納税通知書発送日(11月) 500円を納付する日（今日）
(減額分(700円)を還付) (増額分(500円)が未納)

　②更正による減額(増額分が減額分を超える。)
納付すべき税額〔円〕

控除期間

法定納期限(4月末) 更正減納税通知書発送日(6月) 更正増納税通知書発送日(11月) 1,100円を納付する日（今日）
(減額分(700円)を還付) (増額分(1,100円)が未納)

控
除
額

700 700円

300
〔時系列〕

 (全額(1,000円)納付済み)

〔時系列〕

 (全額(1,000円)納付済み)

1,400

延滞金発生 400円

1,000

延滞金の計算期間の見直し例

1,000

800
控
除
額

延滞金発生500

300





































































































































































































































 

閉会中の継続調査事項について 

委 員 会 名 調 査 事 項 調 査 期 間 

総務文教常任委員会 

・防災に関すること。 

・財政に関すること。 

・小型自動車競走事業に関すること。 

・教育、文化等に関すること。 

（１）公共施設・教育施設に関すること。 

  （２）学校給食に関すること。  

 （３）施設一体型小中連携校に関すること。 

・入札に関すること。 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略に関するこ

と。 

・総合計画の策定に関すること。 

平成２９年３月

定例会前日まで

継続して閉会

中調査する。 

 


